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毎
月
の
給
与
の
源
泉
徴
収
税
額
は
、
各
月
の
給
与
額
が
１

年
間
続
く
と
い
う
前
提
で
計
算
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
毎
月
の
給
与
は
同
額
で
は
な
い
た
め
、
実
際
の
年
間

所
得
に
対
す
る
税
額
の
合
計
と
差
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

の
差
額
を
調
整
す
る
の
が
年
末
調
整
で
す
。
同
時
に
、
翌
年

の
源
泉
徴
収
事
務
の
た
め
の
準
備
を
行
い
ま
す
。

● 

年
末
調
整
に
必
要
な
平
成
27
年
分
所
得
税
の
速
算
表
を
用

意
し
ま
す

● 

従
業
員
か
ら
提
出
さ
れ
る
各
種
申
告
書
が
そ
ろ
わ
な
い
と

正
し
い
年
末
調
整
は
で
き
ま
せ
ん

各
種
申
告
書
と
は
次
の
１
〜
６
の
書
類
で
す
。

　

今
年
の
最
初
の
給
与
を
支

払
う
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
書

類
で
す
。
１
年
間
勤
務
さ
れ

た
方
は
昨
年
末
に
作
っ
て
い

た
だ
き
、
年
の
途
中
で
採
用

さ
れ
た
方
は
採
用
時
に
作
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の

　

控
除
証
明
書
の
内
容
を
書

き
写
し
ま
す
。
配
偶
者
の
合

計
所
得
金
額
が
38
万
円
以
下

又
は
76
万
円
以
上
で
あ
る
と

き
は
、
配
偶
者
特
別
控
除
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
給
与
収

　

以
下
の
制
度
の
掛
け
金

は
、
一
年
間
の
か
け
金
額
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
、
国
民
年
金
基

金
、
生
命
保
険
、
地
震
保

険
、
旧
長
期
損
害
保
険
、
小

規
模
企
業
共
済
、
心
身
障
害

者
扶
養
共
済
、
確
定
拠
出
年

金
法
に
基
づ
く
企
業
型
年
金

や
個
人
型
年
金
。

入
で
言
え
ば
、
１
０
３
万
円

か
ら
１
４
１
万
円
ま
で
の
方

で
す
。
配
偶
者
控
除
は
使
え

ま
せ
ん
が
、
配
偶
者
特
別
控

除
が
段
階
的
に
適
用
で
き
ま

す
。

　

国
民
健
康
保
険
料
、
介
護

保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
は

　

来
年
か
ら
の
給
与
の
源
泉

徴
収
を
行
う
た
め
に
、
事
業

主
は
従
業
員
か
ら
「
平
成
28

年
分
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

　

前
職
が
あ
る
方
は
、
前
の

職
場
で
い
た
だ
い
た
源
泉
徴

　

今
回
の
従
業
員
提
出
分
か

ら
個
人
番
号
を
記
入
す
る
欄

が
増
え
ま
し
た
。
こ
の
扱
い

に
つ
い
て
は
慎
重
に
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
事
業
主

の
判
断
が
必
要
と
な
り
ま

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
、
初

年
度
は
確
定
申
告
が
必
要
で

す
が
、
２
年
目
か
ら
は
年
末

調
整
で
控
除
を
受
け
ま
す
。

　

２
年
目
以
降
の
適
用
の
方

は
、
税
務
署
か
ら
送
ら
れ
て

き
た
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
申
告
書
と
、
銀
行
な
ど
か

ら
送
ら
れ
て
き
た
住
宅
借
入

金
等
の
年
末
残
高
証
明
書
が

必
要
で
す
。

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

申
告
書
は
確
定
申
告
を
し
た

か
る
事
業
者
は
情
報
漏
え
い

な
ど
が
な
い
よ
う
に
安
全
管

理
措
置
を
と
る
義
務
が
発
生

し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
次
の

対
策
が
必
要
で
す
。

① 

個
人
番
号
を
記
載
し
た
書

類
を
預
か
る
場
合
は
、
提

出
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
従
業
員
に
は
利
用

目
的
を
伝
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

② 

預
か
っ
た
書
類
を
税
理
士

な
ど
へ
預
け
る
場
合
、
委

任
す
る
旨
の
通
知
も
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

③ 

預
か
っ
た
書
類
を
管
理
す

る
責
任
者
を
決
め
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

④ 

預
か
っ
た
書
類
を
、
当
事

者
以
外
の
者
の
目
に
触
れ

さ
せ
な
い
た
め
の
措
置
を

施
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
鍵
の
か

か
る
安
全
な
保
管
棚
や
ケ

ー
ス
と
場
所
の
確
保
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
同
時
に

盗
難
防
止
の
措
置
と
し
て

保
管
棚
な
ど
が
盗
難
に
あ

わ
な
い
よ
う
に
施
錠
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑤ 

給
与
計
算
ソ
フ
ト
な
ど
に

登
録
す
る
場
合
は
、
パ
ソ

コ
ン
等
に
十
分
な
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
を
施
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
登
録
し

た
パ
ソ
コ
ン
も
盗
難
防
止

の
措
置
を
し
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

⑥ 

保
管
し
た
書
類
は
、
書
類

自
体
の
法
定
保
存
年
限
ま

で
保
管
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。
保
存
年
限
を
経
過

し
た
場
合
は
速
や
か
に
廃

棄
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

⑦ 

番
号
提
供
者
か
ら
保
管
状

況
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た

場
合
は
説
明
責
任
が
あ
り

ま
す
。
退
職
し
た
従
業
員

に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。

ま
た
、
代
理
人
か
ら
求
め

ら
れ
て
も
対
応
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
措
置
を
行
っ
た

と
し
て
も
情
報
の
漏
え
い
が

あ
っ
た
場
合
、
罰
則
が
適
用

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
情
報
漏
え
い
に
対
す

る
損
害
賠
償
請
求
が
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
宇
治
市

役
所
で
氏
名
・
性
別
・
住
所

・
生
年
月
日
な
ど
が
漏
え
い

し
た
場
合
の
慰
謝
料
は
１
件

当
た
り
１
万
円
で
し
た
。
Ｔ

Ｂ
Ｃ
が
こ
れ
ら
の
情
報
に
加

え
て
ス
リ
ー
サ
イ
ズ
ま
で
記

さ
れ
た
情
報
が
漏
え
い
し
た

場
合
の
慰
謝
料
は
３
万
円
＋

弁
護
士
費
用
５
０
０
０
円
で

し
た
。

　

で
は
、
個
人
番
号
が
な
い

と
業
務
が
で
き
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
全
く
影
響
は

あ
り
ま
せ
ん
。
税
務
署
な
ど

へ
提
出
す
る
書
類
も
、
法
律

上
は
記
載
す
る
よ
う
定
め
て

い
ま
す
が
、
記
載
が
な
い
か

ら
と
い
っ
て
受
け
付
け
な
い

わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
個
人
情
報

を
預
か
る
と
い
う
こ
と
は
責

任
が
重
い
と
い
う
自
覚
の
も

と
、
完
全
な
安
全
管
理
措
置

が
で
き
な
い
ま
ま
で
個
人
番

号
を
預
か
る
こ
と
は
、
無
責

任
な
対
応
と
も
い
え
ま
す
。

　

と
り
わ
け
「
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
」
特
需
で
わ
く
関
連
業
界

は
、
関
連
商
品
の
価
格
が
高

額
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

関
連
業
界
の
無
責
任
な
煽
り

に
乗
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

証
明
書
の
添
付
は
不
要
で

す
。

除
等
（
異
動
）
申
告
書
」
の

提
出
を
受
け
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
際
、
大
き
な

改
正
点
が
あ
り
ま
す
。

収
票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

す
。「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
を

扱
う
場
合
、
従
業
員
に
所
定

の
欄
に
個
人
番
号
を
記
載
す

る
よ
う
周
知
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

し
か
し
、
個
人
番
号
を
預

年
に
適
用
で
き
る
年
数
分
の

申
告
書
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
。
も
し
、
な
く
し
た
場
合

は
早
め
に
税
務
署
に
再
発
行

を
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

　

以
上
の
書
類
が
集
ま
れ

ば
、
１
年
間
の
源
泉
徴
収
簿

を
も
と
に
年
末
調
整
を
行
い

ま
す
。

　

そ
こ
で
使
わ
れ
る
一
般
的

な
所
得
控
除
は
上
表
の
と
お

り
で
す
。

内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
は

訂
正
・
追
加
が
必
要
で
す
。

１ 　

平
成
27
年
分
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除

等
（
異
動
）
申
告
書

２ 　

平
成
27
年
分
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控

除
申
告
書
兼
配
偶
者
特
別
控
除
申
告
書

３　

控
除
証
明
書

４　

支
払
っ
た
金
額
が
わ
か
る
も
の

５　

前
の
勤
務
先
の
平
成
27
年
分
源
泉
徴
収
票

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
制
度

６ 　
平
成
27
年
分
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申

告
書
、
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残
高
証
明
書

２
０
１
５
年
度
年
末
調
整
の
留
意
点

税
理
士　

疋
田　

英
司

経税部経税部
だよりだより

平
成
平
成
2727
年
分
年
末
調
整
で

年
分
年
末
調
整
で

準
備
す
る
こ
と

準
備
す
る
こ
と

平
成
平
成
2828
年
分
か
ら

年
分
か
ら

適
用
さ
れ
る
制
度

適
用
さ
れ
る
制
度

控除額 要件
配偶者控除 38万円 年間所得が38万円（給与収入が103万円）以下

扶養控除

（共通事項）年間所得が38万円以下で生計をーにする親族。対象となる親
族とは６親等内の血族と３親等内の姻族

38万円 16歳以上の人

63万円 19歳以上23歳未満の人（特定扶養親族）

48万円 70歳以上の人（老人扶養親族）

58万円 同居している老人扶養親族

障害者控除

27万円 障害者

40万円 特別障害者（障害者手帳２級以上などのほか、６ヶ月以上寝た
きりの状態で複雑な介護を必要とする場合も対象）

35万円 同居している場合に加算されます

社会保険料控除 支払額 成人になった子どもの国民年金など生計をーにする親族の社会
保険料も控除対象です。

生命保険料控除

一定の計算により控除額がきまります。地震保険料控除

旧長期損害
保険料控除

寡婦控除
27万円

●夫と死別または離婚して扶養親族または所得38万円以下の子
がいる場合
●夫と死別または離婚して、合計所得が500万円以下の人

35万円 特定の寡婦＝夫と死別または離婚して、子を扶養し、合計所得
が500万円以下の人

寡夫控除 27万円 妻と死別または離婚して、所得38万円以下の子を扶養し、合計
所得が500万円以下の人

勤労学生控除 27万円

12月31日の現況で勤労所得が65万円（給与支払額で130万円）
以下で勤労所得以外の所得が10万円以下の特定の学校の学生
（学校教育法に基づく学校、専修学校または各種学校、認定職
業訓練校）

表　源泉徴収簿をもとに年末調整を行う際の一般的な所得控除

□給付内容（１口につき）
給付金の種類 受給資格 給付内容・日数など

傷病休業給付金
入院給付金

【疾病】2016年７月１日以降に発病した病
気を原因に休業したとき、【傷害】2016年４
月１日以降の傷害を原因に休業したとき

疾病も傷害も６日以上連続して休業した場
合、６日目から１日につき自宅6,000円、入
院2,000円を加算 【通算給付日数500日まで】

長期療養給付金
傷病給付金の限度日数（500日）を超え
て、引き続き連続して休業したとき

１日につき自宅3,000円、入院6,000
円【連続１回限り230日限度】

弔慰給付金 傷病により死亡したとき 500,000円（＋脱退給付金）
高度障害給付金 傷病により高度障害状態になったとき 500,000円（＋脱退給付金）

脱退給付金 加入３年以上経過した後、脱退したとき
別に定める脱退給付金表により給付
金額を確定

※資料請求・お問合せは、協会共済部（㉓06-6568-7438）まで。

①最長730日の長期保障！　 　　　　
②掛け金が満期まで変わりません！　
③掛け捨てではありません！　　　　
④自宅療養、代診をおいても給付！　
⑤傷病給付金は非課税！　　　　　　
⑥所得補償保険との重複受給ＯＫ！　
【加入日】　2016年４月１日
【加入申込資格】
① 加入日現在健康で１つの主たる医療機関等で週４日以上かつ
週16日時間以上で業務に従事している。
② 59歳（昭和31年10月２日以降生まれ）までの保険医協会会員
で、約款に同意できる保険医。
※加入（増口）申込みできる方は、上の要件を全て満たす方です。

受
付
期
間
12
月
31
日
ま
で

休
業
保
障


